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令和３年度教育支援体制整備事業費交付金（幼稚園の教育体制支援事業）の 

募集について（依頼） 

 

 

日頃より、私立学校の振興にご尽力いただきありがとうございます。 

令和３年度教育支援体制整備事業費交付金（幼稚園の教育体制支援事業）について、別紙

「教育支援体制整備事業費交付金（幼稚園の教育体制支援事業）実施要領」のとおり、事業

を募集します。 

ついては、管下の私立幼稚園を設置する学校法人に周知いただくとともに、事業の申請に

あたっては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）

等の法令等を遵守の上、交付申請書等を取りまとめ、ご提出くださいますようお願いしま

す。 

また、本事業の適正かつ円滑な実施に向け、特段の御配慮をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１．提出書類 

【都道府県単位で作成】 

 ①令和３年度教育支援体制整備事業費交付金（幼稚園の教育体制支援事業）交付申請一覧 

（交付要綱様式１－２） 

 

【幼稚園ごとに作成】 

 ①交付申請書（交付要綱様式１） 

 ②幼稚園の教育体制支援事業「賃金改善に係る計画書」兼「実績報告書」（令和３年度） 

（交付申請書関係書類） 

 ③幼稚園の教育体制支援事業「チェックリスト」（令和３年度）【申請】 

（交付申請書関係書類） 

 

２．提出方法 

 ・各学校法人から提出される交付申請書等を各都道府県で取りまとめの上、文部科学省 

高等教育局 私学部 私学助成課 助成第四係宛に電子メールにて提出してください。 

 ・複数の幼稚園から申請がある場合は、幼稚園ごとにフォルダを作成してください。 

その際、フォルダ名を「番号_幼稚園名」としてください。 

※番号は交付申請一覧の番号による。 

・提出先メールアドレス josei4@mext.go.jp 

 

  



未定稿 

※令和４年１月２１日現在の内容であり、今後変更の可能性があります。 

 

３．提出期限 

・令和４年２月から本事業を活用する幼稚園 

令和４年２月 日（ ）１７時まで 

・令和４年３月から本事業を活用する幼稚園 

令和４年２月 日（ ）１７時まで 

・令和４年４月以降に本事業を活用する幼稚園 

追ってお知らせいたします。 

 

４．その他 

・申請を予定している学校法人からの問合せ先 

文部科学省 高等教育局 私学部 私学助成課 助成第四係宛 

  you-kaizen@mext.go.jp 

  ※各都道府県で問合せを集約することを妨げるものではありません。 

 

 

 

 ＜担当＞  

文部科学省 高等教育局 私学部 

私学助成課 助成第四係 

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

  TEL：03-5253-4111（内線 2547） 

Mail：josei4@mext.go.jp 


